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令和８年度 法科大学院入学者選考試験【前期日程】法律科目試験 
出題の趣旨及び解答の指針 

 

 

【憲法】 

（第１問） 

 本問は、最判平 8・3・19 民集 50 巻 3 号 615 頁に基づく事案である。そこでは、団体

の目的達成のための統制権の行使と、団体構成員の権利の衝突が生じる場面（団体内部

の紛争）における人権の扱いが問題となる。とりわけ、脱退の自由が実質的に制限されて

いるような、いわゆる強制加入団体における構成員の自由が問題となった事案において、

団体の目的の範囲と、構成員の協力義務の限界を検討するという最高裁判例の考え方を

踏まえつつ、本問の事案にどのように対処するかの説明を行うことが求められよう。 

 

（第２問） 

 本問は、衆議院の実質的解散権の所在及び裁量的解散の可否という論点について主要

学説の異同を問うものである。衆議院の解散の定義（憲法 45 条ただし書）や解散に関す

る憲法の規定を説明した上、少なくとも、①７条説、６９条説及び制度説は、いずれも、

天皇に帰属するのは形式的解散権にとどまり、実質的解散権は内閣に所在すると解する

一方、内閣に実質的解散権が所在する憲法上の根拠について解釈が分かれること、②７

条説は、天皇の国事行為である衆議院の解散に係る「内閣の助言と承認」（憲法 7 条）に

実質的決定権が含まれると解し、「内閣の助言と承認」を実質的解散権の根拠とするこ

と、③６９条説及び制度説はいずれも、形式的儀礼的行為という国事行為の性質に照ら

して、「内閣の助言と承認」は実質的解散権の根拠にならないと解して、６９条説は、憲

法 69 条を実質的解散権の根拠とし、制度説は、議院内閣制・権力分立をはじめ憲法が定

める統治構造全体の趣旨を実質的解散権の根拠とすること、④６９条説は、解散は憲法

69 条所定の場合に限られるとするのに対して、７条説及び制度説は、解散は憲法 69 条所

定の場合に限られないとすることを、そのように解する理由とともに明らかにすること

が求められる。 

 
【刑法】 
（第１問） 
 本問は、最決平成 20 年 6 月 25 日（刑集 62 巻 6 号 1859 頁）を基にしたものである。正

当防衛が問題となる状況において、急迫不正の侵害が終了したにもかかわらず、反撃行為

を継続した場合（いわゆる「量的過剰防衛」）については、そもそも（侵害は終了したの

であるから）刑法 36条 2 項が適用されないようにも思われるが、侵害が存在した段階（第

一行為）と終了したあとの段階（第二行為）を一連の行為として評価することにより、全

体として過剰防衛とみることが可能か否かが争点となる。 
 本問は、こうした争点を十分に理解しているかどうかを問うものであるが、その前提と

して、事案に関して刑法 36条 1項の各要件の充足を確認する際に、いきなり（直接的に）

条文の文言に対応させるのではなく、①「急迫不正の侵害」等の意味（定義）を明確にし

た上で事実を丁寧にあてはめているかどうか、②「防衛するため」のように、その内容に

ついて議論がある要件については、いかに解するべきか検討した上で適用しているかどう
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か、が重要なポイントとなる。 
 
（第２問） 
 本問では、「権利行使と恐喝罪」と呼ばれる論点を題材としている。これは債権者が恐

喝によって債務の弁済を受ける場合であるが、その点に関する財産的損害の有無をめぐっ

て、問題文にある①②の立場が主張されることになる。併せて、「恐喝」等の各要件の充

足に基づく構成要件該当性を前提に、違法性阻却の余地も問題となる。本問は、恐喝罪の

成否に関し、こうした点に関する理解を問うものとなっている。 
 

【民法】 

（第１問） 

 本問は、代理人による代理権の濫用と、第三者の保護としての民法９４条２項の類推適

用の可否について問う問題である。民法１０７条は最判昭和４２年４月２０日民集２１巻

３号６９７頁の判例法理の結論を、代理権濫用の場合でも効果帰属することを原則とした

上で無権代理として擬制する形で維持している。本問のＣはＡの代理人であるところ、同

条によりＣの行為は無権代理とみなされ、Ｄは甲につき無権利者である。しかし、最判昭

和４４年１１月１４日民集２３巻１１号２０２３頁の判例法理を本件に当てはめると、Ｃ

が権限濫用の意図をもってＤに甲を売却した事実についてＥが善意であるときは、ＡはＣ

Ｄの売買が無権代理であることをＥに対抗できない。ただし、虚偽の外観の作出について

の本人Ａの帰責性の有無をどう考えるかは一つの問題であり、この点についての検討も望

まれる。 
 
（第２問） 
 本問は、抵当権に基づく物上代位の対象となる賃料債権が譲渡された場合、抵当権者と

債権譲受人の優劣がどのように決せられるかを問う問題である。 

抵当権は、被担保債権の不履行後に生じた抵当不動産の果実に及び（３７１条）、抵当

権者は物上代位権を行使することができる（３７２・３０４条１項本文）。抵当権者が物

上代位権を行使するにあたっては、債務者が受けるべき金銭その他の物の「払渡し又は引

渡し」の前に「差押え」をする必要がある（３０４条１項但書）。そこで、抵当権に基づ

く物上代位における「差押え」の趣旨、および、債権譲渡が「払渡し又は引渡し」に当た

るかどうかが問題となり、この点に関する最判平成１０年１月３０日民集５２巻１号１頁

を十分に理解したうえで、論理的に記述できることが求められる。 
 
【商法】 
（問１） 

 代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲をどう解するかが問題となる。会社法 847条

1 項・3 項によれば、具体的な条文があげられているものを除けば、「役員等・・・の責

任を追及する訴え」を代表訴訟ですることができる。 

 取締役と会社の取引により取締役が会社に対して負う債務が「役員等の責任」に含まれ

るかどうかが問題になる。 
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（問２） 
 取締役会決議では、特別利害関係人は議決に加わることができないところ（会社３６９

条２項）、代表取締役の解職決議における当該代表取締役は特別利害関係人に当たるかが

問題になる。 
 

【民事訴訟法】 

（問１） 

 小問（１）は、自白の当事者拘束力（撤回制限効）に関する理解を問うものである。撤

回制限効の生じる事実の範囲に関する学説・判例の状況、および、Ａ事実が「金２００万

円を交付した」という主要事実の間接事実であることを踏まえて、本件陳述に撤回制限

効が生じるか否かについて、適切に論じることが求められていた。 

 小問（２）は、証明不要効（民訴 179 条）に関する理解を問うものである。証明不要

効の生じる事実の範囲に関する理解を踏まえて、Ａ事実の証明の要否について、適切に

論じることが求められていた。 
 
（問２） 
 本問は、口頭弁論終結後の承継人（民訴 115 条 1 項 3 号）に関する理解を問うものであ

る。Ｚは本件前訴の訴訟物自体の承継人ではないが、本件前訴の訴訟物は物権的請求権（所

有権に基づく返還請求権）であり、Ｚは当該請求権の義務者となる地位（Ｘの甲土地所有

権の侵害者〔占有者〕たる地位）をＹから取得していることを踏まえて、Ｚが承継人に該

当することについて、適切に論じることが求められていた。また、本件前訴の既判力がＸ

のＺに対する訴訟にどのように作用し得るかを踏まえて、「ＺのＸに対する乙建物を収去

して甲土地を明け渡す義務」の存否をＺが争うことは、前訴の既判力に抵触し得るかにつ

いて、適切に論じることが求められていた。 
 

【刑事訴訟法】 

１．出題の趣旨 

 本問は、令状主義に関する基本的な理解を問う問題である。令状主義の意義を踏まえ

た上で、令状に記載された差押目的物の問題や、被疑事実と差押目的物との関連性に着

目して具体的事案に即して解答し、また、自説とは異なる見解を踏まえて解答すること

が求められる。 

 

２．解答の指針 

 解答に際しては、まず、令状主義の内容の正確な理解、令状主義が要請される理由・根

拠をきちんと踏まえていることが必要である。さらに、令状主義に対する正確な理解を

踏まえた上で、出題された事案について、令状記載の差押目的物や捜索場所の特定に関

して検討しなければならない。また、本問では、捜索差押許可状記載の被疑事実が恐喝罪

であるところ、捜索中に発見されたのは賭博罪に関するメモであるから、同メモと恐喝

罪との関連性を十分に意識して論じる必要がある。 

 

【行政法】 

本問題は、講学上の「法規命令」の概念、及び行政機関が法規命令を制定（行政立法）
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する際の憲法上の要件（第７３条第６号但書き＝法律上の委任）についての理解を問うも

のである。本問題の素材である最高裁平成３年７月９日第３小法廷判決は、学部レベルの

行政法の講義において「法律の委任」に関する説明を行ううえで必ず言及されるものであ

る。 
 

（問１） 
 法律の委任に基づいて制定され、この条件に抵触しない限り法規範性、裁判規範性が認

められる法規命令であって、省令に付される「○○法施行規則」の概念と、法律の委任に

基づかずに行政内部で定立される「講学上の行政規則」の違いを混同することなく、正確

に理解できているかを問うものである。 
 
（問２） 

監獄法（法律レベル）では、接見は原則として認められることになっており（法 45条）、

接見制限に関する法 50 条からは、「幼年者の心情保護の観点から幼年者の接見を制限する

趣旨」は読み取れない。それにもかかわらず、14 歳未満の者との接見を原則として認めて

いない監獄法施行規則が、「法律の委任」の範囲を超え違法なものとはいえないかどうかに

ついての論証・理解を問う問題である。 


